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報
告
二

韓

日
両
国
に
お
け
る
権
利
能
力
な
き
社
団
に
つ
い
て

I 

序

東アジア文化と近代法

1
.
は
し
が
き

最
近
韓
・
日
両
国
間
の
法
律
文
化
が
活
発
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
韓
国
は
「
近
く
て
も
遠
い
国
」
で
あ
る
と
よ
く
い
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
韓
国
に
お
い
て
も
日
本
が
「
近
く
て
も
遠
い
国
」
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
こ
と
と
変
わ
り
が
な
い
。
で
は
な
に
ゆ
え
に
、
韓
・
日
両
国

の
聞
は
そ
ん
な
に
速
い
図
柄
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
韓
・
日
関
係
に
関
す
る

歴
史
的
認
識
の
差
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
つ
は
、
互
い

に
「
韓
国
は
外
国
だ
」
、
「
日
本
は
外
国
だ
」
と
い
う
立
場
で
み
る
視
覚
が

欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
個
人
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
今
ま

で
十
年
余
り
の
問
、
日
本
で
留
学
生
と
し
て
ま
た
客
員
教
授
と
し
て
滞
在

TEf 
I可

調j

し
た
経
験
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
経
験
の
中
で
、
外
国
と
い
う
視
角
か

ら
「
正
し
く
」
日
本
を
見
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
に
な
っ

て
気
が
つ
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
視
角
の
問
題
は
、
日
本
人
が
韓
国
を

外
国
と
い
う
視
角
か
ら
見
な
い
、
ま
た
見
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対

応
す
る
こ
と
だ
と
、
筆
者
な
り
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
原
因
は
、

今
ま
で
、
互
い
に
解
か
れ
る
こ
と
の
な
い
錯
覚
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が

過
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
韓
・

日
両
国
の
間
に
あ
る
類
似
性
と
異
質
性
を
そ
の
こ
と
く
に
経
験
で
き
な
か
っ

た
り
、
ま
た
両
者
を
混
同
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
こ
と
は
法
律
の
分
野
に
お
い
て
も
い
え
る
の
で
は
な
い
の
か
。

韓
国
の
法
の
歴
史
は
、
実
に
長
い
間
日
本
と
の
不
幸
な
関
係
を
結
び
な

が
ら
戦
後
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
韓
国
強
占
・
植

民
化
と
い
う
悲
劇
的
な
歴
史
を
背
景
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
近
代
化
と
い
う

北法51(6・153)2025



料

建
前
で
韓
国
に
近
代
法
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
当
時
の
法
律
は
、

形
式
の
上
で
は
日
本
の
法
律
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
趣
旨
(
本
音
)

が
異
な
っ
た
た
め
に
、
法
律
の
適
用
面
に
お
い
て
も
異
な
る
こ
と
し
か
な

か
っ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、
い
く
つ
か
の
法
律
は
そ
の
一
部
が
削
除
・
修

正
・
補
完
さ
れ
な
が
ら
今
日
に
至
っ
て
い
る
た
め
に
、
あ
る
分
野
の
現
行

法
律
は
日
本
の
法
律
と
非
常
に
似
て
い
る
部
分
が
多
い
こ
と
を
発
見
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
具
体
的
に
検
討
し
て
み
れ
ば
、
異
な
る
点
が
相

当
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
の
は
、
ま
ず
そ
の
法
律
の
趣

旨
が
異
な
り
、
そ
の
法
律
に
対
す
る
法
意
識
が
異
な
る
と
い
う
場
合
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
表
現
を
使
っ
て
い
る
法
規
と
い
っ

て
も
、
そ
の
解
釈
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
異

な
る
点
を
正
確
に
促
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
韓
・
日
両
国
の
法
律
文
化
を

(
i
)
 

互
い
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

資

2
.
問
題
の
提
起

本
テ
l
マ
を
と
り
あ
げ
た
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
一
九
九
八
年
八
月
、
日
韓
比
較
法
文
化
研
究
会
で
「
宗
中
財
産
と
名

(

2

)

(

3

)

 

義
信
託
」
と
い
う
題
目
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
「
宗
中
」
と

い
う
団
体
は
、
い
わ
ゆ
る
「
権
力
能
力
な
き
社
団
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
で
は
「
宗
中
」

と
い
う
団
体
を
含
ん
で
韓
国
に
お
け
る
権
利
能
力
な
き
団
体
(
社
団
・
財

団
)
と
は
ど
の
よ
う
な
団
体
を
い
い
、
法
律
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
際
に
「
報
告
書
」
の
形
で

出
す
の
も
、
韓
日
両
国
間
の
団
体
論
の
一
面
を
理
解
す
る
上
で
役
に
立
つ

の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
日
本
に
お
い

て
も
、
-
九
九
二
牛
四
月
、
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
「
地
縁
に

よ
る
団
体
」
に
権
利
能
力
が
認
め
ら
れ
た
(
同
法
第
二
六
O
条
の
二
)
が
、

で
は
そ
の
他
の
権
利
能
力
な
き
団
体
は
法
律
上
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ

る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
、
立
法
論
と
し
て
考
え
る
時
期
に
至
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
韓
国
に
お
い
て
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
と
は
ど
の
よ
う
な
団

体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
。
一
般
的
に
こ
の
よ
う
な
団
体
は
、
法

人
と
し
て
認
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
実
体
は
有
す
る
が
法
人
格
が
認
め
ら
れ

て
い
な
い
団
体
を
い
う
。
か
か
る
団
体
を
「
法
人
で
な
い
社
団
」
ま
た
は

「
法
人
格
な
き
社
団
」
と
も
い
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
団
体

に
ど
の
よ
う
な
法
的
地
位
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
学
説
・
判

例
は
、
か
か
る
団
体
は
法
人
の
実
体
を
有
す
る
か
ら
、
法
人
に
関
す
る
規

定
の
中
で
法
人
格
を
前
提
と
す
る
も
の
を
除
い
て
す
べ
て
類
推
適
用
す
べ

(4) 

き
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
日
本
に
お
け
る
権
利
能
力
な

(5) 

き
団
体
に
つ
い
て
の
説
明
と
非
常
に
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
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問
題
は
、
第
一
に
、
法
人
の
実
体
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
の
実
体
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
韓
国
に
特
有
な
実
体
を
な
が
め
て
み
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
第
二
に
、
韓
国
の
場
合
に
は
法
人
格
な
き
団
体
と
い
っ
て
も
、
そ
の

名
義
で
不
動
産
所
有
権
の
登
記
を
な
し
う
る
法
律
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

る
(
不
動
産
登
記
法
第
三
O
条
)
。
と
す
れ
ば
「
法
人
格
を
前
提
と
す
る

規
定
」
と
は
日
本
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ど
の
よ
う
な
規
定
を
指
し
て
い

る
の
か
。
か
か
る
よ
う
な
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
の
も
韓
国
に
お
け
る

「
権
利
能
力
な
き
団
体
」
を
理
解
す
る
の
に
役
に
立
つ
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
紙
面
の
関
係
も
あ
っ
て
、
権
利
能
力
な
き
社
団
に

限
っ
て
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

E 

意
義
お
よ
び
発
生
原
因

東アジア文化と近代法

権
利
能
力
(
法
人
格
)
な
き
社
団
と
は
、
社
団
の
実
体
は
有
す
る
が
法

人
格
の
な
い
団
体
を
い
う
。
例
え
ば
、
学
術
研
究
団
体
、
宗
教
団
体
、
宗

(6) 

中
、
親
睦
団
体
、
同
窓
会
な
ど
の
如
く
、
多
数
の
構
成
員
が
組
織
を
備
え

社
会
的
に
活
動
し
て
い
る
人
的
結
合
体
は
単
に
法
人
格
が
な
い
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
の
実
体
は
社
団
法
人
と
違
い
が
な
い
団
体
を
「
権
利
能
力
な
き
社

団
」
と
い
う
。
今
日
、
こ
の
よ
う
な
社
団
は
、
社
会
的
・
経
済
的
・
文
化

的
な
ど
す
べ
て
の
分
野
で
独
立
し
た
地
位
を
も
っ
て
団
体
と
し
て
の
社
会

的
役
割
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
は
、
我
ら
の
周
辺
で
よ
く
み
か
け
ら
れ
る
。

現
行
法
律
上
、
こ
の
よ
う
な
団
体
も
法
人
に
な
れ
る
途
が
開
か
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
利
能
力
な
き
社
団
が
多
く
発
生
す
る
理
由
は
、

法
人
設
立
の
制
度
的
制
限
か
ら
み
つ
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
民
法
は

法
人
法
定
主
義
を
と
っ
て
「
法
人
は
法
律
の
規
定
に
よ
ら
ず
に
し
て
成
立

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
第
二
二
条
)
と
規
定
し
、
な
お
か
つ
非
営
利

(7) 

法
人
に
つ
い
て
は
許
可
主
義
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
旧
民
法
で
は
、

法
人
は
公
益
法
人
と
営
利
法
人
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
た
た
め
に
(
日
本
民

法
第
三
四
条
、
第
三
五
条
に
該
当
す
る
)
、
非
公
益
・
非
営
利
を
目
的
と

す
る
社
団
は
権
利
能
力
(
法
人
格
)
を
取
得
す
る
方
法
が
な
か
っ
た
が
、

現
行
民
法
は
こ
の
よ
う
な
団
体
に
つ
い
て
も
権
利
能
力
を
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
(
第
三
一
二
条
)
。
し
か
し
現
行
民
法
も
旧
民
法

と
同
じ
く
許
可
主
義
を
と
っ
て
い
る
た
め
に
、
権
利
能
力
な
き
社
団
を
め

ぐ
る
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
か
か
る
よ
う
に
①
、
王
務
官
庁
の

許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
②
設
立
者
が
あ
る
理
由
(
主

務
官
庁
の
監
督
、
そ
の
他
法
的
規
制
)
で
始
め
か
ら
望
ま
な
い
場
合
、
③

法
人
と
し
て
設
立
中
の
場
合
、
な
ど
に
お
け
る
団
体
は
、
権
利
能
力
な
き

団
体
と
し
て
存
在
す
る
。

北法51(6・155)2027
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権
利
能
力
な
き
社
団
」

の
権
利
主
体
性



料

一
般
に
権
利
能
力
な
き
社
団
と
い
う
団
体
に
な
る
た
め
に
は
、
団
体
と

し
て
の
組
織
を
備
え
、
代
表
の
方
法
・
総
会
の
運
営
・
財
産
の
管
理
そ
の

他
、
社
団
と
し
て
主
要
な
点
が
定
款
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
通
説
)
。
判
例
も
学
説
と
同
じ
立
場
で
「
非
法
人
社
団
ま
た
は
財

団
は
継
続
的
性
質
が
あ
る
目
的
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
団
体
で
社
団
規
約

に
よ
り
代
表
者
資
格
が
認
め
ら
れ
た
代
表
者
が
有
す
る
社
団
、
継
続
的
性

質
が
あ
る
目
的
に
提
供
さ
れ
た
財
団
で
財
団
管
理
規
定
に
よ
り
管
理
権
限

(8) 

が
認
定
さ
れ
た
管
理
人
が
有
す
る
財
団
に
限
る
」
と
い
う
態
度
を
と
っ
て

以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の
一
般
的
成
立
要
件
と
し

て
こ
の
よ
う
な
実
体
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
日
本
の
場

合
と
同
じ
立
場
で
あ
ろ
う
。

資

1
.
問
題
点

問
題
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
が
果
し
て
実
体
法
上
の
権
利
・
義
務
の

主
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
権
利
能
力
な
き
社
団
は

法
律
上
法
人
格
が
な
い
が
社
団
法
人
の
よ
う
な
実
体
・
組
織
を
備
え
、
社

会
生
活
の
一
つ
の
単
位
の
主
体
と
し
て
現
実
的
に
活
動
し
て
い
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
社
団
自
体
が
自
己
の
名
義
で
権
利
を
取
得
し
義
務
を
負

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
民
法
は
、
法
人
法
定
主
義
(
第
一
一
一
一
条
)
を
と
っ

て
い
る
た
め
に
権
利
能
力
な
き
社
団
に
対
す
る
権
利
主
体
性
の
認
定
与
否

と
い
う
法
律
問
題
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る

韓
国
の
学
説
は
確
実
な
態
度
を
と
っ
て
い
な
い
が
、
判
例
は
財
団
の
場
合

に
対
し
「
法
人
格
な
き
財
団
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
二
疋
な
財
産
を
中
心
と

し
て
事
実
上
社
会
生
活
上
の
一
つ
の
単
位
と
し
て
組
織
を
備
え
る
場
合
に

は
、
法
律
上
特
殊
な
社
会
的
作
用
を
担
当
す
る
一
つ
の
独
自
的
な
存
在
に

(9) 

な
り
う
る
」
と
し
、
法
律
上
の
独
自
的
な
存
在
と
し
て
認
め
て
い
る
。
で

は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
権
利
能
力
な
き
社
団
の
権
利
主
体
性
が
認
め
ら

れ
る
の
か
に
つ
き
、
若
干
な
が
め
て
み
る
。

北法51(6・156)2028

2
.
判
例
に
現
わ
れ
た
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
と
当
事
者
能
力

判
例
は
多
様
な
権
利
能
力
な
き
団
体
に
つ
い
て
当
事
者
能
力
を
認
め
て

い
る
。
以
下
で
は
、
主
な
場
合
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。

川
「
宗
中
」
と
い
う
権
利
能
力
な
き
社
団
と
当
事
者
能
力

同
宗
中
と
い
う
団
体

宗
中
に
つ
い
て
は
先
に
若
干
述
べ
た
が
、
一
言
で
い
え
ば
、
父
系
血
族

(
叩
)

に
よ
る
親
族
集
団
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
本
」
を
共
に
す
る
者
は
岡
本

と
し
て
認
識
さ
れ
、
同
一
の
始
祖
か
ら
生
じ
た
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
最
大
の
父
系
血
族
集
団
を
い
う
。
一
九
一
一
(
明
治
四
回
)
年

に
慣
習
調
査
を
行
っ
た
朝
鮮
総
督
府
取
調
局
長
官
回
答
に
よ
れ
ば
、
宗
中
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(U) 

ま
た
は
「
門
中
」
と
い
う
団
体
の
人
格
に
関
し
、
「
朝
鮮
ニ
於
テ
一
門
或

ハ
門
中
ト
称
ス
ル
ハ
親
族
ノ
団
体
ニ
シ
テ
人
格
ヲ
有
セ
ス
而
シ
テ
門
中
所

有
ノ
財
産
ハ
其
団
体
ヲ
組
織
ス
ル
親
族
ノ
共
有
ニ
属
シ
門
長
ハ
当
然
代
表

権
ヲ
有
セ
ス
唯
実
際
ニ
於
テ
ハ
門
中
協
議
ノ
上
門
長
ヲ
シ
テ
代
表
セ
シ
ム

(ロ)

ル
コ
ト
多
キ
モ
是
レ
素
ヨ
リ
門
中
親
族
ノ
委
任
ニ
因
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
し
、

そ
の
団
体
は
法
人
格
が
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
慣
習
は
今
日

に
お
い
て
も
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
判
例
は
一
貫
し
て

「
宗
中
は
共
同
先
祖
の
後
孫
中
、
成
年
以
上
の
男
子
を
宗
員
と
し
て
構
成

さ
れ
る
自
然
的
集
団
」
で
「
そ
の
目
的
で
あ
る
共
同
先
祖
の
墳
墓
守
護
と

祭
杷
お
よ
び
宗
中
員
相
互
間
の
親
睦
を
目
的
と
す
る
自
然
発
生
的
な
宗
族

(
日
)

集
団
体
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
今
日
に
お
い
て
宗

中
は
法
人
格
を
取
得
す
る
た
め
に
法
人
設
立
に
関
す
る
要
件
、
す
な
わ
ち

定
款
を
作
成
し
、
主
務
官
庁
の
許
可
を
得
て
設
立
登
記
を
す
れ
ば
法
人
に

な
れ
る
(
民
法
第
三
一
条
1
第
三
三
条
)
。
し
か
し
実
際
に
は
、
宗
中
は

主
務
官
庁
の
許
可
や
設
立
登
記
を
し
な
い
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
。

刊
日
本
に
お
け
る
「
血
縁
団
体
」

日
本
の
判
例
に
も
極
限
ら
れ
た
血
縁
団
体
と
は
い
え
、
沖
縄
に
お
け
る

血
縁
団
体
で
い
わ
ゆ
る
「
門
中
」
が
権
利
能
力
な
き
社
団
に
あ
た
る
と
さ

れ
た
事
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
沖
縄
に
お
け
る
血
縁
団
体
で
い
わ
ゆ
る

「
門
中
」
が
家
譜
記
録
等
に
よ
っ
て
構
成
員
の
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
が

で
き
、
慣
行
に
よ
り
、
有
力
家
の
当
主
を
代
表
機
関
と
し
、
か
っ
、
毎
年

一
定
の
時
期
に
構
成
員
の
総
意
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
当
番
員
を
日
常
業

務
の
執
行
機
関
と
し
て
定
め
、
祖
先
の
一
人
に
よ
っ
て
寄
附
さ
れ
た
土
地

等
の
財
産
を
門
中
財
産
と
し
て
有
し
、
こ
れ
を
管
理
利
用
し
て
得
た
収
益

に
よ
っ
て
祖
先
の
祭
杷
等
の
行
事
、
門
中
摸
合
(
頼
母
子
講
の
一
種
)
そ

の
他
の
相
互
扶
助
事
業
を
行
っ
て
き
た
な
ど
、
判
示
の
よ
う
な
実
態
を
有

(M) 

す
る
場
合
に
は
、
門
中
は
権
利
能
力
な
き
社
団
に
あ
た
る
」
と
説
い
て
い

る。
か
か
る
血
縁
団
体
は
、
韓
国
に
お
け
る
門
中
と
非
常
に
似
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
歴
史
上
何
ら
か
の
つ
な
が
り
の
あ
る
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
今
後
研
究
す
べ
き
興
味
の
あ
る
分
野
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ω
「
自
然
村
」
の
団
体
と
当
事
者
能
力

例
自
然
に
形
成
さ
れ
た
村

判
例
は
自
然
に
形
成
さ
れ
た
村
の
団
体
性
に
つ
い
て
、
「
地
方
自
治
法

が
一
九
四
九
、
七
、
四
法
律
第
三
一
二
号
で
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
法
律
施

行
以
前
の
洞
・
里
は
、
そ
の
洞
・
里
自
体
は
慣
習
法
上
認
定
さ
れ
る
法
人

と
し
て
独
自
的
に
財
産
権
の
主
体
に
な
っ
た
」
と
し
、
「
甲
村
は
、
甲
里

の
住
民
を
そ
の
構
成
員
と
し
て
一
つ
の
単
純
な
行
政
区
別
単
位
と
は
異
な
っ

て
、
住
民
の
福
利
増
進
と
村
の
繁
栄
発
展
と
い
っ
た
固
有
の
目
的
を
も
ち
、
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こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
そ
の
固
有
の
組
織
で
あ
る
意
思
決
定
機
関
た
る

総
会
と
総
会
で
選
出
さ
れ
た
執
行
機
関
た
る
代
表
者
を
置
き
、
独
自
的
な

活
動
を
行
う
社
会
組
織
体
で
あ
る
非
法
人
社
団
と
し
て
当
事
者
能
力
が
あ

(
日
)

る
」
と
解
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

刊
日
本
に
お
け
る
「
地
縁
に
よ
る
団
体
」

日
本
に
お
い
て
も
一
九
九
一
年
四
月
、
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
「
地
縁
に
よ
る
団
体
」
が
権
利
能
力
を
取
得
す
る
途
が
関
か
れ
た
(
同

法
第
二
六
O
条
の
二
)
。
す
な
わ
ち
、
地
縁
に
よ
る
団
体
と
は
「
町
又
は

字
の
区
域
そ
の
他
市
町
村
内
の
一
定
の
地
域
に
住
所
を
有
す
る
地
縁
に
基

づ
い
て
形
成
さ
れ
た
団
体
」
と
い
う
も
の
と
さ
れ
、
地
域
的
な
共
同
活
動

の
た
め
に
不
動
産
に
関
す
る
権
利
を
保
有
す
る
た
め
市
町
村
長
の
認
可
を

受
け
た
と
き
は
、
そ
の
規
約
に
定
め
る
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
権
利
を

(
凶
)

有
し
、
義
務
を
負
、
つ
と
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、

自
治
会
、
町
内
会
等
が
団
体
と
し
て
の
組
織
を
備
え
、
多
数
決
の
原
則
が

行
わ
れ
、
構
成
員
の
変
更
に
か
か
わ
ら
ず
団
体
が
存
続
し
、
そ
の
組
織
に

お
い
て
代
表
選
任
の
方
法
、
総
会
の
運
営
、
財
産
の
管
理
な
ど
団
体
と
し

て
の
主
要
な
点
が
確
定
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
一
般
に
「
権
利
能
力
な
き

社
団
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の
財
産
は

(
げ
)

そ
の
社
団
の
名
義
で
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九

九
一
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
社
団
は
そ
の

資

社
団
名
義
で
登
記
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

韓
国
に
お
け
る
自
然
村
と
い
う
団
体
は
権
利
能
力
な
き
団
体
と
は
い
え
、

そ
の
団
体
の
不
動
産
は
そ
の
団
体
の
名
義
で
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
不
動
産
登
記
法
第
三
O
条
)
と
い
う
点
で
は
、
日
本
に
お
け
る
地
縁
に

よ
る
団
体
と
共
通
し
て
い
る
。

北法51(6・158)2030

同
「
仏
教
団
体
」
の
社
団
性
と
当
事
者
能
力

判
例
は
、
仏
教
団
体
に
つ
い
て
も
権
利
能
力
な
き
社
団
と
し
て
当
事
者

能
力
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
仏
教
の
布
教
と
法
要
執
行
な
ど
の
目

的
で
仏
堂
お
よ
び
附
属
建
物
を
た
て
て
、

D
寺
と
い
う
名
を
つ
け
、
信
徒

会
の
組
織
を
備
え
た
後
に
信
徒
会
創
立
総
会
で
そ
の
財
産
と
業
務
処
理
に

関
す
る
規
約
を
制
定
し
、
そ
の
代
表
者
を
選
任
し
た
後
、
僧
侶
を
寄
居
さ

せ
な
が
ら
そ
の
設
立
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
活
動
を
行
っ
て
き
た
事
実

が
認
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
原
告
で
あ
る
寺
利
は
仏
教
団
体
登
録
が
で
き
て

は
い
な
い
が
、
権
利
能
力
な
き
社
団
に
該
当
す
る
が
ゆ
え
に
当
事
者
能
力

(
同
)

が
あ
る
」
と
解
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

凶
「
教
会
」
の
社
団
性
と
当
事
者
能
力

判
例
は
、
教
会
を
権
利
能
力
な
き
社
団
と
し
て
認
め
て
当
事
者
能
力
を

認
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
原
告
で
あ
る
教
会
が
社
団
の
実
質
を
備
え



た
以
上
、
そ
の
組
織
と
活
動
を
規
律
す
る
規
範
が
上
部
団
体
で
あ
る
基
督

教
大
韓
管
理
会
制
定
の
教
理
と
(
他
の
)
章
程
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

(ω) 

社
団
性
を
喪
失
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
解
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

東アジア文化と近代法

3
.
民
事
訴
訟
法
第
四
人
条
に
基
づ
く
権
利
主
体
性
と
私
法
上
の

当
事
者
能
力

民
事
訴
訟
法
第
四
人
条
が
「
法
人
で
な
い
社
団
ま
た
は
財
団
に
し
て
代

表
者
ま
た
は
管
理
人
が
有
す
れ
ば
そ
の
名
で
当
事
者
に
な
り
う
る
」
と
規

定
し
て
い
る
点
は
、
日
本
・
民
事
訴
訟
法
第
四
六
条
が
「
法
人
ニ
非
サ
ル

社
団
又
ハ
財
団
ニ
シ
テ
代
表
者
又
ハ
管
理
人
ノ
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
名
ニ

於
テ
訴
へ
ラ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
定
め
た
規
定
と
非
常
に
似
て
い
る
。
判
例

も
「
民
事
訴
訟
法
第
四
八
条
が
非
法
入
社
団
の
当
事
者
能
力
を
認
め
る
の

は
、
法
人
で
は
な
い
が
社
団
と
し
て
の
実
体
を
備
え
、
そ
の
代
表
者
ま
た

は
管
理
人
を
通
し
て
社
会
的
活
動
や
取
引
を
行
う
際
に
生
ず
る
紛
争
を
そ

の
団
体
が
自
分
の
名
で
当
事
者
に
な
っ
て
訴
訟
を
通
し
て
解
決
す
る
よ
う

に
す
る
た
め
で
あ
り
、
本
条
で
い
う
社
団
と
は
一
定
の
目
的
の
た
め
に
組

織
さ
れ
た
多
数
人
の
結
合
体
と
し
て
対
外
的
に
社
団
を
代
表
す
る
機
関
に

(
初
)

関
し
定
め
の
あ
る
団
体
を
い
う
」
と
判
示
し
、
民
訴
法
第
四
八
条
の
立
法

趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
判
例
は
民
事
訴
訟
法
上
の
当
事
者
能

力
が
あ
れ
ば
私
法
上
の
権
利
の
主
体
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
法
人
で
な
い
社
固
ま
た
は
財
団
と
し
て
本
法
上

当
事
者
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
訴
訟
上
法
人
で
な
い
社
固
ま
た
は
財

団
そ
れ
自
体
が
権
利
義
務
の
主
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
も
し
、
こ
の
よ
う
な
社
固
ま
た
は
財
団
が
本
法
上
当
事
者
能

力
を
有
す
る
が
私
法
上
ま
た
は
公
法
上
権
利
の
主
体
に
は
な
ら
な
い
と
す

(
幻
)

れ
ば
、
訴
訟
法
上
当
事
者
能
力
を
認
め
る
に
い
か
な
る
実
益
も
な
い
」
と

解
し
、
権
利
能
力
な
き
社
団
に
つ
い
て
も
私
法
上
の
当
事
者
能
力
を
認
め

る
立
場
を
と
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
妥
当
な
判
例
の
態
度
だ
と
思
わ

れ
る
。

町

団
体
へ
の
財
産
帰
属
と
公
示
方
法

1
.
財
産
帰
属
と
民
法
第
二
七
五
条
(
総
有
)

川
財
産
の
帰
属
形
態

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
権
利
能
力
な
き
社
団
に
民
事
訴
訟
法
上
の
当
事

者
能
力
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
判
例
は
そ
の
団
体
に
つ
き
私
法
上
の

当
事
者
能
力
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
能
力
な
き
社
団
は
そ

の
代
表
者
に
よ
っ
て
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ゆ
え
に
、
必
然

的
に
そ
の
団
体
の
所
有
財
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
か
っ
そ
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料

の
財
産
は
そ
の
社
団
自
身
が
負
う
債
務
の
責
任
財
産
に
も
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
社
団
所
有
の
財
産
は
ど
の
よ
う
な
所
有
形
態
で
そ
の
社
団
に

帰
属
す
る
の
か
、
が
問
題
で
あ
る
。

旧
民
法
下
の
判
例
・
学
説
は
、
共
有
説
・
合
有
説
・
総
有
説
な
ど
に
わ

か
れ
て
い
た
が
、
現
行
民
法
は
第
二
七
五
条
の
規
定
を
設
け
て
か
か
る
問

題
を
解
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
七
五
条
が
「
法
人
で
な
い
社
団
の
社

員
が
集
合
体
で
物
を
所
有
す
る
と
き
に
は
総
有
と
す
る
」
と
規
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の
財
産
は
、
社
団
を
構
成
す
る
総
社

員
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
民
法
上
「
総
有
」
と

い
う
共
同
所
有
の
形
態
が
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
以
外
の
財
産
権
も
総
有
に
関
す
る
規
定

(
第
二
七
五
条
な
い
し
第
二
七
七
条
参
照
)
が
準
用
さ
れ
る
か
ら
(
第
二

七
八
条
)
、
債
権
・
債
務
な
ど
を
ふ
く
む
各
種
の
財
産
権
も
準
総
有
的
に

総
社
員
に
帰
属
さ
れ
る
。

資

同
民
法
第
二
七
五
条
に
つ
い
て
の
疑
問

問
題
は
第
一
に
、
民
訴
法
第
四
八
条
は
権
利
能
力
な
き
社
団
の
当
事
者

能
力
を
認
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
財
産
も
一
つ
の
権
利
主
体
で

あ
る
そ
の
「
社
団
自
身
」
に
帰
属
す
る
と
い
う
所
有
形
態
を
と
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
民
法
第
二
七
五
条
が
社
団
の
「
総
社

員
」
に
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
規
定
し
た
の
は
、
立
法
の
一
貫
性
を
欠
い

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
第
二
に
、
後
ほ
ど
述
べ
る
帰
属
財
産
(
不
動
産
)

の
公
示
方
法
は
総
社
員
の
名
義
で
登
記
す
る
の
で
は
な
く
権
利
能
力
な
き

社
団
の
名
義
で
登
記
す
る
と
規
定
し
て
い
る
不
動
産
登
記
法
第
三
O
条
一

項
(
「
宗
中
、
門
中
、
そ
の
他
代
表
者
ま
た
は
管
理
人
が
い
る
法
人
で
な

い
社
固
ま
た
は
財
団
に
属
す
る
不
動
産
の
登
記
に
関
し
て
は
、
そ
の
社
固

ま
た
は
財
団
を
登
記
権
利
者
ま
た
は
登
記
義
務
者
と
す
る
」
)
は
、
民
法

第
二
七
五
条
で
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
か
。

北法51(6'160)2032

立
法
者
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
あ
ま
り
考
え
て
い
な
か
っ
た

よ
う
だ
が
、
単
に
旧
民
法
下
で
は
共
同
所
有
の
形
態
と
し
て
共
有
に
関
す

る
規
定
し
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
学
説
・
判
例
が
認
め
て
き
た
組
合
の
所

有
形
態
で
あ
る
合
有
(
現
行
民
法
第
二
七
一
条
一
項
「
法
律
の
規
定
ま
た

は
契
約
に
よ
り
数
人
が
組
合
体
と
し
て
物
を
所
有
す
る
と
き
は
合
有
と
す

る
。
合
有
者
の
権
利
は
合
有
物
全
部
に
及
す
」
)
、
宗
教
団
体
・
宗
中
・
同

窓
会
な
ど
の
所
有
形
態
で
あ
る
総
有
の
法
律
関
係
を
明
確
に
す
る
と
い
う

の
が
立
法
の
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
特
に
合
有
と
区
別
す
る
実
益
を
、

財
産
を
処
分
す
る
と
こ
ろ
で
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
財
産
の
帰
属
形

態
を
合
有
と
し
た
場
合
に
は
、
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
そ
の
財
産
を
処

分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
判
例
は
宗
中
財
産
の
処
分
は
過
半

数
の
決
議
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、
権



利
能
力
亡
な
き
社
団
財
産
の
帰
属
形
態
を
総
有
と
し
た
と
い
う
の
が
提
案

(
幻
)

説
明
で
あ
っ
た
。

問
題
は
「
総
有
」
と
は
ど
の
よ
う
な
法
律
関
係
の
あ
る
所
有
形
態
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
物
権
法
の
分
野
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
に
お
け
る
「
総
有
」
と
は
ど
の
よ
う
な
現
代
的

意
味
を
有
す
る
法
律
関
係
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

法
律
(
民
訴
法
)
上
権
利
能
力
な
き
社
団
の
当
事
者
能
力
、
い
い
か
え
れ

ば
、
か
か
る
社
団
は
一
つ
の
権
利
主
体
と
し
当
事
者
能
力
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
な
お
か
つ
法
律
(
登
記
法
)
上
そ
の
社
団
所
有
の
財
産
は
そ
の
社

団
名
義
と
登
記
で
き
る
か
ら
、
そ
の
財
産
の
帰
属
形
態
が
民
法
上
総
有
で

あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
「
一
種
の
特
殊
な
単
独
所
有
」
の
形
態
で
あ
る

と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

2
.
帰
属
財
産
の
公
示
方
法

東アジア文化と近代法

ω
旧
民
法
下
の
権
利
能
力
な
き
社
団
の
財
産
と
公
一
不
方
法

日
帝
時
代
の
朝
鮮
不
動
産
登
記
令
二
九
二
一
年
)
は
、
主
に
日
本
・

不
動
産
登
記
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
法
律
で
あ
っ
た
(
同
令
第
一
条
前

段
)
。
当
時
の
朝
鮮
不
動
産
登
記
令
は
現
行
不
動
産
登
記
法
と
は
異
な
っ

て
、
権
利
能
力
な
き
団
体
の
名
義
で
登
記
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
が
ゆ
え

に
、
宗
中
の
よ
う
な
権
利
能
力
な
き
団
体
は
そ
の
名
義
で
登
記
す
る
方
法

が
な
か
っ
た
。

日
本
・
不
動
産
登
記
法
も
今
日
に
至
る
ま
で
権
利
能
力
な

き
団
体
の
名
義
で
登
記
す
る
規
定
が
な
い
た
め
に
、
解
釈
論
的
に
も
権
利

HE 
力

(
法
人
格
)
を
前
提
と
し
な
い
限
り
そ
の
団
体
の
名
義
で
登
記
す
る

方
法
が
な
い

(
例
外
一
一
地
縁
に
よ
る
団
体
。
上
記

E
、
2
、

ω仲
参
照
)
。

と
い
う
わ
け
で
権
利
能
力
な
き
団
体
に
つ
い
て
の
説
明
の
際
に
は
「
法
人

格
を
前
提
と
す
る
も
の
を
除
い
て
す
べ
て
法
人
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す

る
」
と
い
う
理
論
が
登
場
し
、
か
か
る
見
解
が
現
在
日
本
の
判
例
・
通
説

(
幻
)

の
立
場
を
し
め
て
い
る
。

ω
現
行
民
法
下
の
権
利
能
力
な
き
社
団
の
財
産
と
公
示
方
法

現
行
民
法
下
で
は
不
動
産
登
記
法
第
三
O
条
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
問

題
は
解
決
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
条
一
項
は
「
宗
中
・
門
中
・
そ
の
他
、

代
表
者
ま
た
は
管
理
人
が
い
る
法
人
で
な
い
社
固
ま
た
は
財
団
に
属
す
る

不
動
産
の
登
記
に
関
し
て
は
、
そ
の
社
固
ま
た
は
財
団
を
登
記
権
利
者
ま

た
は
登
記
義
務
者
と
す
る
」
と
規
定
し
、
な
お
登
記
方
法
に
関
す
る
同
条

二
項
は
「
:
:
:
そ
の
社
団
ま
た
は
財
団
の
名
義
で
そ
の
代
表
者
ま
た
は
管

理
人
が
こ
れ
を
申
請
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
団
法
人

の
場
合
と
帰
属
財
産
の
公
一
示
方
法
上
の
差
は
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
判
例
は
一
貫
し
て
「
非
法
人
社
団
に
対
し
て
は
社
団
法
人
に

北法51(6・161)2033 



叶干
也
事

T

関
す
る
民
法
規
定
の
な
か
で
法
人
格
を
前
提
と
す
る
も
の
を
除
い
て
こ
れ

(μ) 

を
類
推
適
用
す
る
」
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
通
説
も
同
じ
立
場
を

と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
行
不
動
産
登
記
法
が
権
利
能
力
(
法
人
格
)

な
き
団
体
と
い
っ
て
も
そ
の
団
体
の
名
義
で
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
規
定
を
設
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
法
人
格
を
前
提
と
す
る

も
の
を
除
い
て
こ
れ
を
類
推
適
用
す
る
」
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
韓

国
の
判
例
・
通
説
は
、
現
行
日
本
の
判
例
・
通
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る

も
の
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

資

V 

債
務
と
責
任

権
利
能
力
な
き
社
団
が
債
務
を
負
う
場
合
、
そ
の
債
務
が
法
律
行
為
に

よ
る
も
の
で
あ
る
か
ま
た
は
不
法
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

社
団
債
務
に
つ
い
て
は
社
団
財
産
で
履
行
ま
た
は
賠
償
す
る
と
い
う
こ
と

に
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
問
題
は
、
そ
の
社
団
自
身
が
そ
の
よ
う
な
責

任
を
負
う
ほ
か
に
、
構
成
員
や
代
表
者
も
そ
の
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う

点
で
あ
る
。1

・
社
団
債
務
と
構
成
員
の
責
任

原
則
的
に
財
産
の
帰
属
形
態
に
し
た
が
っ
て
構
成
員
の
責
任
を
論
ず
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
民
法
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の

債
務
(
消
極
財
産
)
は
そ
の
構
成
員
に
準
総
有
的
に
帰
属
す
る
と
規
定
し

て
い
る
(
第
二
七
五
条
、
第
二
七
八
条
)
。
よ
っ
て
通
説
・
判
例
は
、
社

団
債
務
に
対
す
る
責
任
を
負
う
の
は
社
団
財
産
で
あ
っ
て
、
各
構
成
員
は

所
定
の
負
担
金
(
例
一
会
費
、
そ
の
他
の
負
担
金
な
ど
)
の
支
給
と
い
う

責
任
し
か
負
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
構
成
員
の
個
人
財
産
で
責
任
を
負
う

(
お
)

必
要
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
あ
る
団
体
に
法
人
格
を
附
与
し
た

と
き
に
生
ず
る
主
な
法
律
効
果
の
一
つ
で
あ
る
「
有
限
責
任
」
を
、
権
利

能
力
な
き
社
団
に
対
し
て
も
認
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
有
限
責
任
と
は

法
人
の
存
在
を
意
味
す
る
主
な
法
律
効
果
で
あ
り
、
理
念
型
法
人
(
例
一

株
式
会
社
)
の
効
果
の
一
つ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
学
説
は
こ
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
立
法
論
と
し
て

は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
、
特
に
営
利
社
団
の
場
合
に
は

含
有
、
す
な
わ
ち
準
合
有
と
い
う
の
が
第
三
者
の
保
護
の
た
め
に
妥
当
で

(
お
)

あ
る
と
い
う
見
解
、
ま
た
は
営
利
社
団
の
場
合
に
は
社
団
と
取
引
す
る
第

三
者
の
保
護
の
た
め
に
可
能
な
限
り
構
成
員
の
「
無
限
責
任
」
を
認
め
る

(
幻
)

の
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

し
か
し
社
団
債
務
に
対
す
る
責
任
を
負
う
の
は
社
団
財
産
で
あ
り
、
そ

の
構
成
員
に
は
出
資
(
ま
た
は
会
費
な
ど
)
の
限
度
内
で
そ
の
責
任
を
負

う
と
い
う
有
限
責
任
だ
け
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
団
体
が
社
団
的
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構
成
を
な
し
そ
の
実
体
が
存
在
す
る
限
り
、
そ
の
団
体
が
非
営
利
・
営
利

を
問
わ
ず
、
取
引
の
相
手
方
は
社
団
債
務
の
責
任
は
社
団
財
産
に
限
定
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
承
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
に

営
利
社
団
の
場
合
に
、
構
成
員
は
出
資
義
務
の
限
度
と
す
る
責
任
を
前
提

と
し
て
入
会
す
る
場
合
が
多
い
。

東アジア文化と近代法

2
.
社
団
債
務
と
代
表
者
の
責
任

権
利
能
力
な
き
社
団
の
代
表
者
も
そ
の
社
団
債
務
の
責
任
を
負
う
の
か
。

そ
の
社
団
の
性
質
上
社
団
法
人
の
場
合
と
同
様
に
社
団
債
務
に
対
す
る
責

任
は
社
団
財
産
に
限
定
し
て
、
代
表
者
は
個
人
的
責
任
を
負
わ
な
い
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
任
は
、
社
団
法
人

の
不
法
行
為
の
場
合
(
第
三
五
条
一
項
「
法
人
は
理
事
其
他
の
代
表
者
が

そ
の
職
務
に
関
し
他
人
に
加
え
た
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
。
理

事
其
他
の
代
表
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
ず
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
)
と
同
様
に
、
そ
の
代
表
者
も
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

M
.
権
利
能
力
な
き
社
団
の
消
滅
時
期

判
例
は
「
法
人
で
な
い
社
団
に
お
い
て
も
構
成
員
が
い
な
い
と
い
う
こ

た
だ
ち
に
そ
の
社
団
が
消
滅
し
訴
訟
上
の
当
事
者
能
力
を
喪
失
す

る
と
は
い
え
ず
、
清
算
事
務
が
完
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の

(
お
)

当
事
者
能
力
が
消
滅
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
法
人
の
消
滅
時
期
と
同
様

(
却
)

に
清
算
事
務
の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
当
事
者
能
力
が
消
滅
す
る
。
勿
論
、

権
利
能
力
な
き
社
団
は
設
立
登
記
が
な
い
た
め
に
清
算
終
決
登
記
の
問
題

は
な
い
。

と
で
、

刊
.
結
び

以
上
の
よ
う
に
、
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
に
つ
い
て
韓
国
の
法
律
ま

た
は
判
例
は
、
法
人
格
あ
る
社
団
(
法
人
)
と
は
あ
ま
り
異
な
ら
な
い
立

場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
社
会
的
存
在
が

法
人
に
な
る
と
な
ら
な
い
の
と
で
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
と
い
う
疑

問
が
生
ず
る
。
か
か
る
問
題
は
、
結
局
、
法
人
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る

の
か
、
何
の
た
め
の
法
技
術
で
あ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
「
だ
れ
が
ど

の
よ
う
な
利
益
を
ど
の
よ
う
な
価
値
判
断
の
も
と
に
ど
う
保
護
し
よ
う
と

(
初
)

す
る
テ
ク
ニ

l
ク
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
つ
か
む
必
要
が
あ
ろ
う
」
。
こ

の
よ
う
な
視
角
で
、
今
後
権
利
能
力
な
き
団
体
に
つ
い
て
、
韓
日
両
国
側

の
各
立
場
で
共
同
研
究
す
る
こ
と
も
非
常
に
有
益
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
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キ+

註
(
l
)
以
上
は
、
高
朔
龍
『
現
代
韓
国
法
入
門
』
日
本
・
信
山
社
(
一

九
九
八
)
「
は
し
が
き
」
よ
り
引
用
。

(
2
)
高
刻
龍
「
宗
中
財
産
と
名
義
信
託
」
北
大
法
学
論
集
第
四
九
巻

第
三
号
七
三
二
頁
。

(
3
)
宗
中
と
は
父
系
血
族
に
よ
る
親
族
団
体
を
い
う
。
詳
し
い
こ
と

は
、
高
刻
龍
「
上
掲
論
文
」
七
三
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
大
法
院
判
決
一
九
九
六
・
九
・
六
、
九
四
タ
一
八
五
二
二
。
同

一
九
九
七
・
一
・
二
四
、
九
六
タ
三
九
七
一
二
・
一
ニ
九
七
三
八
、

公
報
一

O
二
五
(
一
九
九
七
・
三
・
こ
。
李
英
墜
『
新
民
法
総

則
講
義
』
(
一
九
五
九
)
一
七
五
、
張
庚
鶴
「
民
法
総
則
』
(
一
九

八
五
)
二
二
五
、
方
順
元
『
新
民
法
総
則
』
(
一
九
六
九
)
九
四
、

金
曾
漢
『
民
法
総
則
』
(
一
九
八
三
)
一
七
五
、
金
容
漢
『
民
法

総
則
論
』
(
一
九
八
六
)
一
一
一
O
、
郭
潤
直
『
民
法
総
則
』
(
一
九

八
六
)
二
二
二
、
李
英
俊
『
民
法
総
則
』
(
一
九
八
七
)
八
四
四
。

(
5
)
星
野
英
一
「
い
わ
ゆ
る

w
権
利
能
力
な
き
社
団
ω

に
つ
い
て
」

民
法
論
集
(
第
一
巻
)
二
三
O
頁
。

(
6
)
高
刻
龍
「
前
掲
論
文
」
七
三
三
頁
。

(
7
)

一
九
一
二
年
、
日
帝
し
た
の
韓
国
の
民
事
基
本
方
で
あ
る
「
朝

鮮
民
事
令
」
に
よ
り
日
本
民
法
中
一
部
(
財
産
編
)
が
韓
国
に
適

用
さ
れ
た
が
、
同
法
は
解
放
(
一
九
四
五
)
以
後
現
行
民
法
が
施

行
(
一
九
六
0
・
一
・
こ
さ
れ
る
ま
で
適
用
さ
れ
た
。
こ
の
法

律
を
「
旧
民
法
」
ま
た
は
「
依
用
民
法
」
と
い
う
。

資

(
8
)
大
法
院
判
決
一
九
五
七
・
二
了
五
、
四
=
一
九
O
民
上
二
四
四
、

大
判
要
集
田
民
訴
第
四
八
条
六
。

(
9
)
大
法
院
判
決
一
九
六
回
・
五
・
二
、
六
三
タ
八
五
六
、
大
判
要

集
I
民
法
第
一
一
二
条
三
人
面
。

(
叩
)
現
行
韓
国
法
は
、
姓
(
原
則
的
に
父
系
血
統
の
表
示
)
の
「
本
」

を
付
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
(
民
法
七
八
一
条
、
戸
籍
法
一
五
条

四
号
)
。
「
本
」
と
は
、
自
分
が
属
す
る
祖
先
の
発
祥
地
名
を
示
す

も
の
を
い
う
が
、
本
貫
、
貫
籍
、
籍
貫
と
も
い
わ
れ
る
。
韓
国
で

は
祖
先
を
異
に
す
る
同
姓
が
多
い
の
で
、
こ
れ
を
区
別
す
る
た
め

に
「
本
」
が
付
け
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
本
は
血
族
系

統
を
示
す
姓
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、
向
姓
同
本
で
あ
れ
ば
、

一
応
同
一
系
血
族
に
属
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
姓
と

本
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
す
べ
て
が
同
一
父
系
血
族

(
同
族
)
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
姓
岡
本
で
あ
り
な
が

ら
祖
先
を
異
に
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
同
一
父
系
血
族
で
な
い

場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
新
羅
の
敬
順
王
を
先
祖
に
も
つ
金
海
金

氏
(
こ
こ
で
「
氏
」
と
は
一
族
を
意
味
す
る
。
以
下
同
じ
)
と
大

駕
洛
の
首
露
王
を
先
祖
に
も
つ
金
海
金
氏
、
崖
丈
漢
を
先
祖
に
も

つ
江
陵
屋
氏
と
桂
立
之
を
先
祖
に
も
つ
江
陵
崖
氏
等
程
は
同
姓
岡

本
で
あ
る
が
、
同
一
父
系
血
族
で
は
な
い
。
そ
の
逆
に
、
異
姓
岡

本
で
あ
っ
て
も
同
一
の
父
系
血
族
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
東

「
金
」
氏
と
安
東
「
権
」
氏
、
金
海
「
金
」
氏
と
金
海
「
許
」
氏

な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
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(
日
)
門
中
と
は
比
較
的
に
小
さ
い
宗
中
、
す
な
わ
ち
一
族
の
一
分
派

と
し
て
高
祖
以
下
の
有
服
親
(
喪
服
を
着
る
近
親
を
い
う
)
宗
中

を
意
味
す
る
(
朝
鮮
総
督
府
「
慣
習
調
査
報
告
書
』
(
一
九
一
一
一
)

三
四
O
頁
)
。
し
か
し
、
最
近
の
慣
習
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の
両
者

は
区
別
さ
れ
ず
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
説
か
れ
て
い
る

(
崖
在
錫
「
朝
鮮
時
代
門
中
の
形
成
」
韓
国
学
報
三
二
輯
(
一
九

八
三
一
)
四
頁
以
下
屋
。
実
際
上
使
用
さ
れ
て
い
る
例
で
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
は
区
別
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
見

解
も
あ
る
(
鄭
浜
雄
「
宗
中
財
産
と
名
義
信
託
」
韓
漆
照
博
士
回

甲
論
文
集
(
一
九
九
四
)
八
八
O
頁
)
0

(
ロ
)
朝
鮮
総
督
府
『
民
事
慣
習
回
答
葉
集
』
(
一
九
二
二
)
七
三
頁
。

(
日
)
大
法
院
判
決
一
九
八
五
・
一

0

・
二
二
、
八
三
タ
カ
二
三
九
六
、

二
三
九
七
、
公
報
七
六
六
、
一
五
三
八
三
)
。
学
説
は
本
判
決
が

宗
中
員
の
構
成
員
を
成
年
の
男
子
に
限
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

宗
中
構
成
員
(
宗
員
)
の
概
念
と
宗
会
構
成
員
(
宗
会
員
)
の
概

念
を
混
用
し
て
い
る
と
批
判
し
、
{
一
示
員
は
共
同
先
祖
の
子
孫
で
あ

れ
ば
老
若
男
女
を
問
わ
ず
宗
中
の
構
成
員
に
な
る
が
、
宗
会
員
は

そ
の
資
格
が
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
(
例
、
未
成
年
者
)
と
説

い
て
い
る
(
李
徳
勝
「
権
利
能
力
な
き
社
団
に
関
す
る
研
究
」
(
成

均
館
大
学
校
博
士
学
位
請
求
論
文
(
一
九
九
五
)
九
二
頁
)
。
か
か

る
よ
う
な
宗
中
に
は
種
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
宗
中
に
は
ど

の
よ
う
な
宗
中
が
あ
り
、
か
っ
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
、

ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
の
日
的
を
は
か
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

高
知
畑
龍
「
前
掲
論
文
」
七
=
一
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
日
本
・
最
判
昭
五
五
(
一
九
八
O
)
年
二
月
八
日
、
民
集
三
四

巻
二
号
一
三
八
頁
。

(
日
)
大
法
院
判
決
一
九
八
一
・
九
・
八
、
八
O
タ
二
八
一
O
、
公
報

六
六
七
、
一
四
一
一
一
一
二
。
同
一
九
九
0

・
六
・
二
六
、
九
O
タ
八

六
九
二
。
同
一
九
九
=
了
三
・
九
、
九
二
タ
三
九
五
三
二
。
同
一

九
九
九
・
九
・
一
、
二
九
、
九
八
タ
三
三
五
二
一
、
法
律
新
聞
一

九
九
九
・
二
・
二
二
、
一
O
面
。

(
日
)
岩
崎
忠
夫
「
地
緑
に
よ
る
団
体
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
Z
0
・
遺
品
(
一
九

九
一
・
八
・
一
|
一
五
)
六
頁

(
口
)
日
本
・
最
判
昭
四
七
(
一
九
七
二
)
年
六
月
二
日
、
民
集
二
六

巻
五
号
九
五
七
頁
。

(
児
)
大
法
院
判
決
一
九
八
二
・
二
・
二
三
、
八
一
ヌ
四
二
、
大
判
集

三
O
①
六
八
。
同
一
九
九
二
・
六
・
一
二
、
九
二
タ
一
一
一
O
一
八
・

一二
O
二
五
。
同
一
九
九
七
・
一
一
了
一
九
、
九
四
タ
四
一
二
四
九
。

(ω)
大
法
院
判
決
一
九
六
0
・
二
・
二
五
、
四
二
九
一
民
上
四
六
七
、

大
判
要
集
E
民
訴
法
第
四
八
条
八
。
同
一
九
九
一
二
・
一

e

一九、

九
一
タ
一
一
一
一
一
六
。

(
却
)
大
法
院
判
決
一
九
九
七
・
一
二
・
九
、
九
七
夕
一
八
五
四
七
、

判
公
五
O
号
(
一
九
九
人
・
一
・
一
五
)
。
同
一
九
九
一
・
一
一

二
六
、
九
一
タ
三
O
六
七
五
。
同
一
九
九
四
・
九
・
コ
一
O
、
九
三

タ
二
七
七
O
三
。
同
一
九
九
七
・
九
・
一
二
、
九
七
夕
二
O
九
O

八
、
判
公
四
四
号
(
一
九
九
八
・
一
0
・
一
五
)

0
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(
幻
)
大
法
院
判
決
一
九
六
二
・
五
・
一

O
、
四
二
九
四
行
上
一

O
二、

大
判
集
一

O
②
行
四
八
。

(
幻
)
以
上
は
『
国
会
速
記
録
』
(
一
九
五
七
)
第
四
七
号
六
面
下
段
以
下
。

(
幻
)
阿
久
沢
利
明
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
民
法
講
座

(
I
)
(
一九

八
四
)
二
六
六
頁
参
照
。

(
担
)
大
法
院
判
決
一
九
九
六
・
九
・
六
、
六
四
タ
一
八
五
二
二
、
公

報一

O
二
六
号
(
一
九
九
六
・
一

0

・
一
五
)
。
同
一
九
九
七
・
一

二
四
、
九
六
タ
三
九
七
一
二
・
三
九
七
三
八
。
公
報
一

O
三
五
号

(
一
九
九
七
・
三
・
一
)
。

(
お
)
大
法
院
判
決
一
九
九
二
・
七
・
一

O
、
九
二
タ
二
四
三
一
、
公

報
九
二
七
号
(
一
九
九
二
・
九
・
ニ
。

(
お
)
郭
潤
直
『
民
法
総
則
』
(
一
九
八
六
)
、
二
二
五
頁
。

(
幻
)
金
時
沫
『
民
法
総
則
」
(
一
九
八
二
)
、
一
五
四
頁
。

(
犯
)
大
法
院
判
決
一
九
九
二
・
一

0

・
九
、
タ
二
O
三
人
七
、
公
報

九
三
三
号
(
一
九
九
二
・
二
一
・
こ
。

(
却
)
高
湖
龍
「
民
法
総
則
』
(
全
訂
版
)
(
一
九
九
九
)
二
五
七
、
二

六
九
頁
。

(
却
)
星
野
英
一
「
法
人
論

l
l
権
利
能
力
な
き
社
団
・
財
団

l
|」

民
法
論
集
(
第
四
巻
)
一
三
七
頁
。


